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第９章 執務通則 

 

（依頼事件の処理） 

第８８条 会員は、特別の理由がない限り、依頼の順序に従い、速やかに業務を取り扱わなけれ

ばならない。 

（書類の作成） 

第８９条 会員は、法令又は依頼の趣旨に沿わない書類を作成してはならない。 

（報酬の明示） 

第９０条 会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示す

る等により、明らかにしなければならない。 

（領収証） 

第９１条 会員は、依頼者から支払を受けたときは、報酬額とその他の費用を明確に区分した領

収証正副２通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して当該依頼者に交付しなければな

らない。 

２ 前項の領収証は、電磁的記録をもって作成及び保存することができる。 

３ 第１項の副本又は前項の電磁的記録は、作成の日から３年間保存しなければならない。 

（預り金の取扱い） 

第９１条の２ 会員は、依頼者から預り、又は依頼者のために預かった金銭については、自己の

金銭と明確に区別し得る方法で保管し、かつ、その保管の記録を作成し、これを管理しなけれ

ばならない。 

２ 前項の記録は、電磁的記録により行うことができる。 

３ 預り金の取扱に関し必要な事項は、別に規則で定める。 

（事件簿） 

第９２条 会員は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。 

２ 前項の事件簿は、電磁的記録により記録することができる。 

（依頼者等の本人確認等） 

第９２条の２ 会員は、業務（相談業務を除く。）を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人

であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼さ

れた事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならない。  

２ 前項の記録は、事件の終了時から１０年間保存しなければならない。 

３ 前２項について必要な事項は、理事会において定める。 

（契約書の作成） 

第９３条 会員は、依頼者とその業務に関する委任契約を締結するときは、契約書を作成するよ

う努めなければならない。 

（業務報告） 

第９４条 会員は、毎年１月末日までに、連合会が定める第４号様式により、前年に業務を行っ

た事件の件数を記載した業務報告書を会長に提出しなければならない。 

２ 業務報告書に記載する件数は、事件簿に基づき記載しなければならない。 
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３ 業務報告書の記載について必要な事項は、別に規程で定める。 

（特定事件報告） 

第９４条の２ 会員は、毎年１月末日までに、連合会が定める第５号様式により、前年に関与し

た事件について、次に掲げる事項に関する特定事件報告書を会長に提出しなければならない。 

(1) 依頼を受けた事件への対応に関する事項 

(2) 犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号。以下「犯収法」とい

う。）に定める司法書士の義務に関する事項 

２ 会員は、犯収法別表（第４条関係）に規定する特定受任行為の代理等の依頼を受けた後に、

当該依頼が犯罪による収益の移転を目的とするものその他これに準ずるものとして規則で定め

るものと認めて辞任した場合であって、法第２４条の規定により漏らしてはならないこととさ

れる事項に該当せず、かつ、依頼者との信頼関係を害するおそれがないと認めるときは、連合

会が定める第６号様式により、次に掲げる事項に関する特別事件報告書を会長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 特定受任行為の代理等の内容 

(2) 辞任に至った事由 

（司法書士会員の表示） 

第９５条 司法書士会員は、その事務所に司法書士事務所である旨及びその事務所を事務所所在

地とする司法書士の氏名を表示しなければならない。 

２ 司法書士会員は、その申請により事務所の名称を司法書士名簿に記載したときは、前項に定

める表示のほか、その名称を事務所に表示しなければならない。 
３ 司法書士会員は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中その表札を撤去する等、

司法書士事務所であることについての表示を止めなければならない。 
（法人会員の表示） 

第９６条 法人会員は、その名称及びその事務所を事務所の所在地とする司法書士会員の氏名を

その事務所に表示しなければならない。 

２ 本会の区域内に従たる事務所を有する法人会員は、従たる事務所につき前項に掲げる事項の

ほか、主たる事務所の所在地を表示しなければならない。 

３ 前条第３項の規定は、法人会員が業務の全部の停止の処分を受けたときについて準用する。

法人会員の一部の事務所が業務の全部の停止の処分を受けたときも、当該事務所について同様

とする。 

（名称の制限） 

第９７条 司法書士会員又は第５条第３項第１号の法人会員は、本会の区域内で既に司法書士名

簿に記載されている司法書士会員の事務所の名称又は法人会員の名称と同一の名称を使用して

はならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 
（１）司法書士会員が、その氏又は氏名（連合会会則第３７条第３項の規定により併記を受けた

職務上の氏又は氏名を含む。）を使用する場合 
（２）法人会員が、社員の氏又は氏名（連合会会則第３７条第３項の規定により併記を受けた職

務上の氏又は氏名を含む。）を使用する場合 
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（３）司法書士会員が、現に司法書士名簿に記載されている名称を当該司法書士会員が社員とな

って設立する司法書士法人の名称として使用する場合 
（会員証の携行及び司法書士徽章の着用義務） 

第９８条 司法書士会員は、業務を行うときは、会員証を携行し、かつ、司法書士徽章を着用し

なければならない。 

（会則等の遵守義務） 

第９９条 会員は、連合会並びに本会の会則、規則、支部規則及び総会の決議を守らなければな

らない。 

（届出） 

第１００条 会員は、法又は施行規則の規定に基づき法務局又は地方法務局の長に書面を提出す

るには、本会を経由しなければならない。 

 


